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   桶川市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱  

（平成１０年６月１日告示第５４号）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、家庭用厨芥類の自家処理のため、生ごみ処理容器及

び生ごみ減量化機器（以下「生ごみ処理容器等」という。）を購入し、

かつ、設置した者に対し補助金を交付することにより生ごみの減量化の

促進に資することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところにより、市長が家庭から出る生ごみを処理する容器として

認めたものをいう。  

(1) 生ごみ処理容器とは、生ごみを地中の微生物の働きで発酵、分解し

てたい肥化する容器及びその他微生物の働きでたい肥化する容器をい

う。  

(2) 生ごみ減量化機器とは、生ごみを機械的に水分除去するとともに、

減量化及びたい肥化することが可能な機械をいう。  

 （補助対象者の要件）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えているも

のとする。  

(1) 生ごみ処理容器等の購入時に桶川市内に住所を有し、現に居住して

いること。  

(2) 生ごみ処理容器等の利用により家庭から排出される生ごみの減量を

図ることができること。  

(3) たい肥化された生ごみをたい肥として自家処理できること。  

(4) 生ごみ処理容器等を常に良好な状態で維持管理できること。  

(5) 生ごみ処理容器等の購入に対し、他市町村で同様の補助金を受けて
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いないこと。  

 （補助金の額）  

第４条  市長は、前条各号に掲げる要件に適合すると認められる者に対し

予算の範囲内で補助金を交付する。  

２  補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、１００円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。  

 (1) 生ごみ処理容器については、１基につき、購入額（消費税を含み、  

生ごみ処理容器等の購入に係る割引、ポイント利用分、配送料、消

耗品等の経費は含まないものとする。以下同じ。）の２分の１の額

とする。ただし、３，０００円を限度とする。  

 (2) 生ごみ減量化機器については、１基につき、購入額の２分の１の額

とする。ただし、２０，０００円を限度とする。  

３  補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等の数は、前項各号のいずれ

かとし、購入日から５年以内につき、１世帯あたり１基とする。ただし、

市長の承認を受けた場合は、この限りでない。  

 （交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書（様式第１号）を市長

に提出しなければならない。なお、この場合は生ごみ処理容器等の購入

額に係る領収書を添付しなければならない。  

２  前項に規定する領収書は、生ごみ処理容器等の購入日、購入者の氏名、

購入先の住所及び名称並びに生ごみ処理容器等の名称及び型式等を記載

したものでなければならない。  

（交付の決定）  

第６条  市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、補助金の交

付を決定又は却下したときは、速やかに申請者に対し家庭用生ごみ処理

容器等購入費補助金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により通知
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するものとする。  

 （交付の条件）  

第７条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、第１条の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は廃棄してはならない。

ただし、購入後５年を経過した場合又は市長の承認を受けた場合は、こ

の限りでない。  

 （交付の方法）  

第８条  第６条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交

付を受けようとするときは、家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金請求

書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。なお、請求に基づ

く補助金の支払は、申請者名義の口座に振り込むものとする。  

 （補助金の返還）  

第９条  市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者が

あるときは、補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付した補助金の

返還を命じることができる。  

 （補則）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

   附  則  

 この告示は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、施行日前に購

入した生ごみ処理容器購入費補助金の交付については、なお従前の例によ

る。  

   附  則  

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

 

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書  

年   月   日  

 

桶川市長           

 

            申請者  住所  桶川市  

                氏名             ○印  

                電話   （    ）  

 

 家庭用生ごみ処理容器等の購入に関し補助金の交付を受けたいので、桶  

川市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱第５条の規定により、 

次のとおり申請します。なお、この申請の審査にあたり、居住の状況等に 

ついて確認を行うことに同意します。  

交付申請額  金             円  

容器等の名称 

及び購入基数  

生ごみ処理容器  
 

1 世帯 1 基  

生ごみ減量化機器  
 

1 世帯 1 基  

容器等購入額               円  

設 置 場 所 桶川市  

購  入  先  

名  称   

住  所   
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様式第２号（第６条関係）  

 

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定（却下）通知書  

 

 桶   第    号 

               年   月   日  

 

             様  

                  桶川市長          □印  

 

     年   月   日付けで申請のあった家庭用生ごみ処理容器等購  

入費補助金について審査の結果、下記のとおり交付を決定（却下）しまし  

たのでお知らせします。  

 

記  

 

  １  補助対象基数                   １基  

  ２  補助金交付決定（却下）額              円  

  ３  交付する場合の条件      

       生ごみ処理容器等を、生ごみ減量化の目的に反して使用し

たり、譲渡、交換、貸付け、又は廃棄してはいけません。  

       ただし、購入後５年を経過した場合又は市長の承認を受け

た場合は、この限りではありません。  

  ４  却下する場合の理由  
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様式第３号（第８条関係）  

 

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金請求書  

  年   月   日  

 

桶川市長         

                   〒   ３６３－  

              請求者  住  所  桶川市  

                  氏  名            ○印  

                  電  話   （   ）  

  

請 求 金 額 金         円  

 

 桶川市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱第８条の規定によ  

り、上記のとおり請求します。  

 なお、請求金額は次の金融機関の口座に振り込んでください。  

 

   振込先  

金融機関名   支店等名   

預金の種類  普通  ・  当座  口座番号   

フ リ ガ ナ  

口座名義人   

 

 ※  上記の振込先は、申請者名義の口座を記入してください。  


